
（３）基本構想策定のスケジュール                                                              

利用者等（※１） 事業者等（※２） 市（基本構想策定者） 本協議会 

令和元年

12 月

令和２年

１月

２月

３月

４月

５月

※１ 利用者等とは，芦屋駅周辺の道路や駅などの施設を利用される高齢者や障がいのある方，自治会などの市民の方を示します。

※２ 事業者等とは，交通事業者，道路管理者，公安委員会，生活関連施設管理者など想定される特定事業の実施者を示します。

現地調査 

協 議・ヒアリング 

市民意見募集（パブリックコメント）

・基本構想（案）に対する市民意見募

集 

・市ホームページなどで公表 

現状整理 

重点整備地区の候補提案 

生活関連施設，生活関連経路 

重点整備地区の選定 

生活関連施設，生活関連経路 

実施すべき事業の検討 

生活関連施設，生活関連経路 

第１回協議会（12月23日） 

・バリアフリー基本構想とは 

・ＪＲ芦屋駅周辺地区における 

バリアフリー基本構想について 

・基本構想策定スケジュール 

・JR芦屋駅周辺地区の概況 など 

第２回協議会 

・重点整備地区，生活関連施設及び

生活関連経路の候補選定 

・ヒアリング調査の結果報告 

・まちあるきの実施概要説明 など 

現地調査 

駅舎，生活関連経路，車両（鉄道，

バス），生活関連施設 

基本方針の設定 

・基本的な考え方の設定 

・整備目標の設定 

第 5回協議会 

・市民意見募集の結果報告 

・基本構想（案）の説明 など 

基本構想（案）の作成

基本構想の作成

第３回協議会 

・まちあるきの実施結果報告 

・重点整備地区の設定 

・生活関連施設及び生活関連経路の

設定 

・整備の基本的な考え方 など 

第 4回協議会 

・実施すべき事業の設定 

・基本構想（案）の提示 

・市民意見募集の概要説明 など 

基本構想（案）の作成

まちあるき 

・ＪＲ芦屋駅周辺地区 

参加者：高齢者，障がい福祉団体 

及び自治会等の市民を予定 

ヒアリング調査 

・高齢者及び障がい福祉団体の代表者等
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